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News Release

 

  １１１１４４遺遺言言代代用用信信託託～～つつななぐぐミミラライイ～～  

香香川川県県内内のの全全市市町町とと「「遺遺贈贈寄寄付付」」契契約約をを締締結結  

 

 百十四銀行（頭取 綾田 裕次郎）は、三井住友信託銀行（取締役社長 橋本 勝、以下「三

井住友信託銀行」という）の信託契約代理店として、２０２０年７月１日（水）から「１１４遺

言代用信託～つなぐミライ～」を取り扱い開始し、本商品の「遺贈寄付」提携先法人等として、

香川県内の各市町と契約締結を進めてまいりました。この度、全市町と契約締結を完了しました

ので、下記のとおりお知らせします。 

 「１１４遺言代用信託～つなぐミライ～」は、お客さまのスムーズな資産承継ニーズにお応えす

るために開発した商品です。本商品は、信託財産（金銭に限る）のお受取人に当行および三井住友

信託銀行と「遺贈寄付」契約締結済の提携先法人等もご指定いただける特長があり、お客さまは遺

言書を作成することなく、香川県内の想いの詰まった市町へ「遺贈寄付」いただくことが可能です。 

 当行は、本商品の「遺贈寄付」機能を地域のお客さまへ積極的にご案内し、多様化するお客さま

のニーズにお応えするとともに、地域経済や社会福祉の発展に貢献してまいります。 

 なお、商品概要等は、別紙をご参照ください。 

 

記 

１．締結完了日 

 ２０２１年１月１２日（月） 

 

２．遺贈寄付可能額 

 お客さまお一人あたり１００万円以上２００万円以内 

 （法定相続人以外をお受取人に指定する場合は、金額の上限を２００万円に制限しております） 



別紙 商品概要等 

 

（１）商品スキーム 

■遺言代用信託申込と信託設定

■ご相続の発生と信託金のお支払い

※委託者さまのご希望により、提携先法人等への「遺贈寄付」にも対応します。

お客さま

（委託者兼受益者）

④金銭（信託財産）の信託

②申込

③契約締結

⑤信託財産の管理

（元本補てん契約のある金銭信託）

①ご相談・商品説明

お受取人

（帰属権利者・第二受益者）

②信託金支払（一時金/年金）

①支払請求

提携先法人等

②´「遺贈寄付（一時金）」※

 

 

（２）商品概要（お客さまお一人につき、複数契約お申し込みいただけます） 

商 品 名 
特約付指定金銭信託＜一時金Ｒ型＞＜年金Ｒ型＞ 

愛称：１１４遺言代用信託～つなぐミライ～ 

お申込人 個人のお客さま（委託者） 

お受取方法 一括受取＜一時金Ｒ型＞ 毎月または隔月受取＜年金Ｒ型＞ 

申込金額 
１００万円以上３，０００万円以下 

（１円単位） 

５００万円以上３，０００万円以下 

（１円単位） 

信託財産の 

お受取人 

お客さまの法定相続人、直系卑属または 

その配偶者、提携先法人等の中からお一 

人さままたは一法人を指定 

お客さまの法定相続人の中からお一人さ 

まを指定 

信託報酬 

①設定時信託報酬：信託元本の１．５％（税別）を申し受けます。 

②運用信託報酬：毎年３・９月２５日に、信託金を運用した収益から、信託元本 

と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金相当額を差し引いた金額を運用 

報酬として収受します。 

受 託 者 三井住友信託銀行 

そ の 他 

・本金銭信託は元本補てん契約が付加されています（元本保証商品）。 

・また、元本は預金保険制度の対象となっていますので、万一三井住友信託銀行が払 

 い戻しを停止した場合においても、預金保険の保険金の範囲までは保護されます。 

・信託収益については、預金保険の対象ではありません。 

・本商品お申し込み時には、三井住友信託銀行による審査がございます。審査により 

 お預け入れいただけない場合がございますのでご了承ください。 

 ※上記以外にもご留意いただきたい事項がございます。詳細は、パンフレットをご確認ください。 

以 上 


